
御浜町要綱第２２号 

 

 

御浜町地球温暖化対策委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 御浜町地球温暖化対策実行計画（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年

法律第１１７号）第２１条第１項に定める地方公共団体実行計画（以下「実行計画」とい

う。）を策定し、推進するため御浜町地球温暖化対策委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 実行計画の策定及び見直しに関すること。 

（２） 実行計画の進捗状況の点検及び評価に関すること。 

（３） その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長及び教育長をもって充てる。 

３ 委員は、各課（室・局）の課長及び参事をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

（委員） 

第６条 委員は、計画の進捗状況を点検・把握し、計画推進を図るものとする。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

資料１


